
 

経営指導員要領 

 

第１章（総則） 

 

（要領の目的） 

第１条 この要領は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平

成５年法律第５１号）（以下、「法」という。）に基づく経営指導員について、同法施行

規則（平成５年通商産業省令第４４号）（以下、「施行規則」という。）第１０条の規定

に基づき、その制度の実施にあたって必要な事項を定めるものである。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定める

ところによる。 

一 小規模事業者の経営に係る指導及び助言 小規模事業者の経営の改善発達を目的と

して、個々に相対で行う、経営資源の内容・財務内容その他経営状況の分析等の経営

診断、経営診断に基づく事業計画の作成及び実行に関する助言をいう。 

二 商工会議所を構成員とする団体 商工会議所が法人として加盟、出資又は財産を拠

出し、その対価として、団体運営に関与する権利（表明権、議決権、議案の提出権

等）が付与されている団体をいう。 

三 役員又は職員 商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議

所その他商工会議所を構成員とする団体（以下、「商工団体」という。）と契約関係に

あり、当該契約又は当該契約を締結した者の指示に基づき役務を提供する自然人をい

う。 

四 広域経営指導員 施行規則第２条第１項又は第７条第１項の要件のほか、第２条第

２項又は第７条第２項各号のいずれかに該当することについて確認を受けた者をい

う。 

五 基礎講習 施行規則第７条第１項第２号に規定する講習をいう。 

六 行政事務講習 施行規則第７条第１項第３号に規定する講習をいう。 

 

七 事業継続力講習 施行規則第２条第１項第２号に規定する講習をいう。 

八 応用講習 施行規則第７条第２項第１号に規定する講習をいう。 

九 受講修了証 前４号の講習を受講したことを証する書面又は記録をいう。 

 

 

（法に基づく経営指導員の目的） 

第３条 法に基づく経営指導員は、小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工

会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本指針（令和七年

十一月十九日経済産業省告示第百六十九号）の定めるところにより、法第５条及び法第



７条に基づき認定された計画の策定、実行の責任者として具体的な取組を講じるととも

に、目標の達成に向けた進捗管理を行うことを目的とする。 

２ 法に基づく経営指導員は、新たな技術情報や支援手法の知識を更新し、事業者支援に

際し、対話と傾聴を基本的な姿勢として経営者の自己変革のための内発的動機づけを行

い、相手の状況や局面によって支援手法を使い分け、支援の実行に努めることを目的と

する。 

 

（改正手続き） 

第４条 中小企業庁は、この要領を改正した場合は、直ちに公開する。 

２ この要領の改正にあたっては、施行規則第１０条第２項の手続きを準用し、あらかじ

め、都道府県に協議するものとする。ただし、関係法令の改正に伴う法令番号の変更等

の軽微な改正は除く。 

 

（事務の分掌） 

第５条 この要領に基づく中小企業庁の事務は、中小企業庁事務分掌規程（平成１３・０

１・０６中庁第２号）により法の施行を所掌する課室が窓口となって行う。ただし、法

第７条及び第８条の認定に係る事務は、経済産業局事務分掌規程により法の施行を所掌

する課室が窓口となって行う。 

 

第２章（経営指導員の確認等） 

 

（確認の方法） 

第６条 施行規則第７条第１項各号の経営指導員に係る要件の確認の方法は、経営指導員

としての記載が予定される者（以下、「予定者」という。）から様式第１を提出させると

ともに、それぞれ次の各号の定めるところによる。なお、第２号から第４号は、事業期

間の初日が４月１日である計画の認定審査時における確認手続を前提とするものであ

り、この前提によらない場合は、第５項の規定に基づく読み替えを行う。 

一 第１号 予定者が、商工団体の役員又は職員であることを契約書、委任状、在職証

明書等によって確認する。 

二 第２号 予定者が、経営指導員として記載されようとする計画の事業期間の初日が

属する年度の前年度の末日を起点として過去５年以内までの日が受講日として記載さ

れている基礎講習の受講修了証の写し又は中小企業庁が管理する受講記録簿から確認

する。 

三 第３号 予定者が、経営指導員として記載されようとする計画の事業期間の初日が

属する年度の前年度の末日を起点として過去５年以内までの日が受講日として記載さ

れている行政事務講習の受講修了証の写し又は中小企業庁が管理する受講記録簿から

確認する。 

四 第４号 次のいずれかの方法により確認する。 



ア 様式第１により、予定者が経営指導員として記載されようとする計画の事業期間

の初日時点において、経営発達支援計画又は事業継続力強化支援計画の認定を受け

た商工会若しくは商工会議所又は中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第

７条の指定法人、中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第３２条の認

定経営革新等支援機関等、反復継続して小規模事業者の経営に係る指導及び助言を

行うことについて、行政庁が認定等の手続をもって確認を行った実績のある組織に

おける小規模事業者の経営に係る指導及び助言に係る業務（以下本条において「経

営指導等業務」という。）に従事した経験を有し、かつ、従事期間が通算３年以上

であることを確認する。 

イ 様式第１により、予定者が作成に関与した法定の事業者向け事業計画（中小企業

等経営強化法に基づく経営革新計画、経営力向上計画等）が異なる３か年度におい

て各１件以上あることを確認する。 

ウ 様式第１により、予定者が経営指導員として記載されようとする計画の事業期間

の初日時点において、予定者の中小企業診断士登録証の裏面に記載されている初回

登録日から３年以上経過していることを確認する。 

五 第５号 予定者に様式第１を提出させて確認する。 

２ 施行規則第２条第１項第２号の要件は、予定者が、経営指導員として記載されようと

する計画の事業期間の初日が属する年度の前年度の末日を起点として過去５年以内まで

の日が受講日として記載されている事業継続力講習の受講修了証の写し又は中小企業庁

が管理する受講記録簿から確認する。 

３ 施行規則第２条第２項柱書並びに第７条第２項柱書及び各号の広域経営指導員に係る

要件の確認の方法は、予定者から様式第２を提出させるとともに、それぞれ第１項第１

号、第２号（施行規則第７条第２項第１号に掲げる要件に該当する場合を除く。）、第３

号、第５号及び第２項並びに次の各号の定めるところによる。なお、次の各号は、事業

期間の初日が４月１日である計画の認定審査時における確認手続を前提とするものであ

り、この前提によらない場合、第５項の規定に基づき読み替える。 

一 第１号 次のそれぞれの方法により確認する。 

ア 中小企業診断士 様式第２により、予定者が広域経営指導員として記載されよう

とする計画の事業期間の初日時点において、予定者の中小企業診断士登録証の裏面

に記載されている有効期間内であることを確認する。 

イ 小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する５年以上の実務の経験 次のい

ずれかの方法により確認する。 

（１）様式第２により、予定者が広域経営指導員として記載されようとする計画の

事業期間の初日時点において、経営指導等業務に従事した経験を有し、かつ、従

事期間が通算５年以上であることを確認する。 

（２）様式第２により、予定者が作成に関与した法定の事業者向け事業計画が異な

る５か年度において各１件以上あることを確認する。 



（３）様式第２により、予定者が広域経営指導員として記載されようとする計画の

事業期間の初日時点において、予定者の中小企業診断士登録証の裏面に記載され

ている初回登録日から５年以上経過していることを確認する。 

ウ 二以上の商工会若しくは商工会議所の地区において小規模事業者の経営に係る指

導及び助言に関する３年以上の実務の経験 次のいずれかの方法により確認する。 

（１）様式第２により、予定者が広域経営指導員として記載されようとする計画の

事業期間の初日時点において、二以上の商工会又は商工会議所の地区における経

営指導等業務に従事した経験を有し、かつ、従事期間が通算３年以上であること

を確認する。 

（２）様式第２により、予定者が二以上の商工会又は商工会議所の地区において作

成に関与した法定の事業者向け事業計画が異なる３か年度において各１件以上あ

ることにより確認する。 

（３）様式第２により、予定者が広域経営指導員として記載されようとする計画の

事業期間の初日時点において、予定者の中小企業診断士登録証の裏面に記載され

ている初回登録日から３年以上経過していること及び（１）又は（２）を満たす

ことを確認する。 

二 第２号 次のいずれかの方法により確認する。 

ア 様式第２により、予定者が広域経営指導員として記載されようとする計画の事業

期間の初日時点において、経営指導等業務に従事した経験を有し、かつ、従事期間

が通算１０年以上であることを確認する。 

イ 様式第２により、予定者が作成に関与した法定の事業者向け事業計画が異なる１

０か年度において各１件以上あることを確認する。 

ウ 様式第２により、予定者が広域経営指導員として記載されようとする計画の事業

期間の初日時点において、予定者の中小企業診断士登録証の裏面に記載されている

初回登録日から１０年以上経過していることを確認する。 

三 第３号 様式第２により、予定者が前２号に掲げる者と同等以上の能力及び経験を

有する者であることの説明及び証明する書類を確認する。 

４ 前各項の確認について、次条第２項で中小企業庁が公開する一覧の参照又は第８条に

基づく照会によって代替が可能な場合は、当該参照又は照会をもって確認を行ったもの

とすることができる。 

５ 計画の事業期間の初日が４月１日ではない場合又は事業期間中に新たに確認を行う場

合にあっては、第１項及び第２項中「事業期間の初日が属する年度の前年度の末日を起

点として過去５年以内までの日」とあるのは「予定者が経営指導員として記載されよう

とする日の前日を起点として、当該日が属する年度の前年度の末日から過去４年以内ま

での日」と、「事業期間の初日時点において」とあるのは「予定者が経営指導員として

記載されようとする日時点において」と、第３項中「事業期間の初日時点において」と

あるのは「予定者が広域経営指導員として記載されようとする日時点において」と読み

替える。ただし、事業期間中に新たに確認を行う場合であって経営指導員として記載さ



れようとする日が４月１日であるときは、第１項、第２項及び第３項の規定を準用し、

「事業期間の初日」を「変更後の事業期間の初日」と読み替える。 

 

（確認済者の記録等） 

第７条 中小企業庁は、施行規則第３条の照会事務の用に供するため、法第７条第１項の

計画認定の審査及び施行規則第５条による都道府県からの通知から得られる情報をもと

に、経営指導員としての要件の確認が行われた者の一覧を作成する。 

２ 中小企業庁は、前項で作成した一覧のうち下表に掲げる項目を同表の体裁により公開

する。なお、経営指導員として記載されている計画は公開時点のものとし、講習受講年

度は最終確認日（当該者が経営指導員として記載された計画の認定日（複数の計画に記

載されている場合は直近に認定した計画の認定日））時点での直近受講年度とする。 

３ 経営指導員として記載されている計画がなくなった者に係る項目は、前項の公開を取

り止める。 

都道

府県 

経営指導員として 

記載されている計画 
氏名 連番 

最終 

確認日 

広域経営指

導員の当否 

基礎講習

受講年度 

行政事務講

習受講年度 

事業継続力 

講習受講年度 

 
商工会等の名称 

（計画の種別） 
   

 
   

 

（経営指導員の照会） 

第８条 施行規則第３条に基づく都道府県知事から経済産業大臣又は経済産業局長に対す

る照会は、経済産業大臣名又は経済産業局長名文書（文書番号を付した経済産業大臣名

又は経済産業局長名による文書をいう。）による通知が必要な場合は様式第３によって

行う。経済産業大臣名又は経済産業局長名文書による通知を要さない場合は、その旨を

明示した上で、次のいずれかの方法によって行う。 

一 都道府県知事から事務の委任を受けた者又は施行規則第２条に付随する事務を処理

することとされている部署の職員が、第５条に規定する課室に対して、様式第３に

よる照会を行う。 

二 都道府県知事から事務の委任を受けた者又は経営指導員制度に関する事務を処理す

ることとされている部署の職員が、第５条に規定する課室に対して、前条第１項に

基づき中小企業庁が作成した一覧の閲覧を申し出る。 

 

 

第３章（講習の実施） 

 

（基礎講習及び行政事務講習） 

第９条 基礎講習及び行政事務講習は、中小企業庁が自ら実施するものの他、次の各号を

全て満たしたものを中小企業庁長官が指定する講習とする。 

一 中小企業庁に講習カリキュラム及び教材を提出すること。 



二 別紙１に定める出題基準に基づき中小企業庁が作成する試験問題を用いて受講者の

習熟確認を行うこと。 

三 習熟確認を行う受講者について、都道府県があらかじめ確認できる体制となってい

ること。 

四 習熟確認を行った受講者のうち、別紙１に定める修了基準を満たすものに受講修了

証を交付し、その記録を中小企業庁に提供すること。 

 

（事業継続力講習） 

第１０条 事業継続力講習は、中小企業庁が自ら実施するものの他、次の各号を全て満た

したものを中小企業庁長官が指定する講習とする。 

一 中小企業庁に講習カリキュラム及び教材を提出すること。 

二 別紙２に定める出題基準に基づき中小企業庁が作成する試験問題を用いて受講者の

習熟確認を行うこと。 

三 習熟確認を行う受講者について、都道府県があらかじめ確認できる体制となってい

ること。 

四 習熟確認を行った受講者のうち、別紙２に定める修了基準を満たすものに受講修了

証を交付し、その記録を中小企業庁に提供すること。 

 

（試験問題の作成） 

第１１条 中小企業庁は、毎年度、講習の受講者の習熟確認に用いる試験問題を作成し、

都道府県に共有する。 

２ 中小企業庁は、試験問題の作成及び管理の用に供するため、都道府県に対して、習熟

確認を要する者の人数の見込みを確認する。 

 

（中小企業庁以外の者が行う講習の実施手続き） 

第１２条 中小企業庁以外の者（以下、「講習機関」という。）が第９条又は第１０条の講

習を行おうとするときは、講習機関は、講習を実施しようとする日の３０日前までに、

講習を実施しようとする日から１年以内の範囲における講習計画を様式第４によって第

５条に規定する課室の長に提出する。 

２ 中小企業庁は、前項の規定に基づき提出された講習計画が第９条又は第１０条に定め

る要件に合致すると認めるときは、中小企業庁長官が指定する講習として取り扱える旨

を都道府県に通知する。 

３ 中小企業庁は、講習機関に試験問題を提供するときは使用条件を付すものとし、講習

機関が使用条件に反した使用をしたときは、当該講習機関が交付した受講修了証は有効

なものではないものとして取り扱うことができる。 

 

（受講記録簿の作成） 

第１３条 中小企業庁は、第６条の確認の用に供するため、受講修了証の交付状況を記録

した受講記録簿を作成し、都道府県に共有する。 



 

 

第４章（雑則） 

 

（確認済者等の氏名の管理） 

第１４条 第７条に基づき作成する確認済者の記録及び第１３条に基づき作成する受講記

録簿について、記録に記載されている者の戸籍上の氏が婚姻等によって改められた場合

においても、経営指導員としての職業生活上で用いる氏の変更がない場合は、引き続

き、第６条第４項の確認手続きの上で有効な参照物として取り扱う。 

２ 中小企業庁は、記録に記載されている者から、都道府県を通じて氏名の変更の申し出

があった場合に限り、記録に記載されている者の氏名の修正を行う。 

 

（都道府県の意見の反映） 

第１５条 中小企業庁は、施行規則及びこの要領に基づく経営指導員制度について、都道

府県から解釈の照会があった場合は、当該照会に対する回答を行わなければならない。 

２ 中小企業庁は、都道府県からこの要領の改正について意見があった場合は、当該都道

府県以外の都道府県からも意見を聴取し、改正の必要性を検討しなければならない。 

 

（経営指導員の顕彰） 

第１６条 中小企業庁は、経営指導員業務に従事する者相互において経営指導員業務の実

行に資する情報、ノウハウが共有されることを促進することを目的として、次の各号の

いずれかに該当する者を顕彰することができる。 

一 経営指導員の実務の参考となる研究を行い、その研究の有益性が広く認められた者 

二 経営指導員の実務の円滑かつ実効ある実施に資する情報、ノウハウの共有を目的と

した取組を行い、全国多数の経営指導員経験を有する者から評価された者 

２ 顕彰の具体的な手続きについては、別に要領を作成する。 

 

（公印の省略） 

第１７条 施行規則及びこの要領に基づく経営指導員制度に関する手続きに伴い作成する

都道府県宛の文書については、公印を省略する。都道府県が作成する経済産業省又は中

小企業庁宛の文書についても、公印を省略することができる。 

 

 

附 則（２０１９０８１６中庁第１号） 

 この要領は、令和元年９月２日から施行する。 

 

附 則（２０２１０１２２中庁第１９号） 

 この要領は、令和３年２月４日から施行する。ただし、改正前にこの要領に基づき行わ

れた手続きについては、なお従前の例による。 



 

附 則（２０２２０５０９中庁第８号） 

  この要領は、令和４年５月２０日から施行する。ただし、改正前にこの要領に基づき

行われた手続きについては、なお従前の例による。 

２ 本要領の施行の際限にある基礎講習については、本要領に基づく基礎講習が策定され

るまでの間、本要領改正前の基礎講習の受講により、予定者の要件確認を行うものとす

る。 

 

附 則（２０２５０５２３中庁第３号） 

  この要領は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日（令和七年六月一日）から施行

する。この要領による改正後の経営指導員要領様式第一による申請書については、当分

の間、この要領による改正前の経営指導員要領様式第一による申請書を取り繕い使用す

ることができる。 

 

附 則（２０２５●●●●中庁第●号） 

  この要領は、令和●年●月●日から施行する。ただし、改正前にこの要領に基づき行

われた手続きについては、なお従前の例による。 

 

  



 

（別紙１） 

基礎講習及び行政事務講習の基準 

 

１．基礎講習 

（１）習熟目標 

受講者が中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第４０条各号に規定する科目の

内容を習熟し、対話と傾聴を通じ事業者の内発的動機付けを促すための支援能力を習得す

ることにより、地方公共団体の商工行政担当職員や外部の中小企業診断士等の専門家、金

融機関等との間で、地域の小規模事業者の支援に向けた意思の疎通が円滑になること及び

事業者の自己変革力の会得を促す支援者となることを目標とする。 

 

（２）出題範囲 

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第４０条各号に規定する科目のうちか

ら、次の考え方に基づき出題する。 

経済学・経済政策は、その基礎となる考え方の理解度を確認するため、経済循環の概念

及び経済指標に関する知識を問うものとする。 

財務・会計は、財務分析の基礎となる考え方の理解度を確認するため、企業損益・内部

資金・外部資金の概念及び会計用語に関する知識を問うものとする。 

企業経営理論及び運営管理は、経営分析の基礎となる考え方の理解度を確認するため、

経営資源の概念及び活用に関する知識を問うものとする。 

 

経営法務は、法令を遵守した経営及び経営指導の考え方の理解度を確認するため、会社

法等の経営体の組織に関する法制、競争法制、消費者保護法制、許認可を要する事業、士

業法の独占業務に関する知識を問うものとする。 

経営情報システムは、経営に係る情報の管理と利用に向けた基礎となる考え方の理解度

を確認するため、情報・情報処理の概念及び情報通信技術に関する知識を問うものとす

る。 

 中小企業経営・中小企業政策は、経営指導員を含む中小企業政策の実行体系の理解度を

確認するため、中小企業基本法、小規模企業振興基本法、中小企業支援法、中小企業等経

営強化法、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律及びこれらの政

省令の知識を問うものとする。また、対話と傾聴を中心とした伴走支援手法に対する理解

度を確認するため、小規模事業者の経営力を強化（再構築）するための伴走支援に係る知

識を問うものとする。 

 

（３）設問設計 

 設問比率は以下のとおりとし、多肢選択解答形式によって出題し、総設問２０問程度と

する。 

①経済学・経済政策       １～３問程度 



②財務・会計          １～３問程度 

③企業経営理論・運営管理    １～３問程度 

④経営法務           ３～５問程度 

⑤経営情報システム       １～３問程度 

⑥中小企業経営・中小企業政策  ３～７問程度 

 

（４）修了基準 

 得点率１００％をもって知識を習熟したものと判断する習熟基準を満たすこと。 

 

２．行政事務講習 

（１）習熟目標 

受講者が次に掲げる内容を習熟し、地方公共団体の商工行政担当職員の情報の伝達及び

意思の疎通が円滑になることを目標とする。 

 ①行政作用・行政責任の知識 

 ②地方自治・行政組織の知識 

 ③財政・公会計制度の知識 

 

（２）出題範囲 

 行政作用・行政責任の知識は、行政行為の概念及び各法の適用対象の理解度を確認する

ため、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法及びこれらの政省令の知識を問うも

のとする。 

地方自治・行政組織の知識は、国・地方公共団体の組織運営の特徴及び行政組織間の関

係の理解度を確認するため、憲法、国家行政組織法、地方自治法及びこれらの政省令の知

識を問うものとする。 

財政・公会計制度の知識は、財政の原則、公共調達及び補助金等に係る手続きの理解度

を確認するため、財政法、地方財政法、会計法、地方自治法、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律及びこれらの政省令の知識を問うものとする。 

 

（３）設問設計 

 設問比率は以下のとおりとし、多肢選択解答形式によって出題し、総設問１０問程度と

する。 

①行政作用・行政責任の知識 ３～５問程度 

②地方自治・行政組織の知識 ３～５問程度 

③財政・公会計制度の知識  ３～５問程度 

 

（４）修了基準 

 得点率１００％をもって知識を習熟したものと判断する習熟基準を満たすこと。 

  



（別紙２） 

事業継続力講習の基準 

 

１．事業継続力講習 

（１）習熟目標 

受講者が次に掲げる内容を習熟し、地方公共団体と共同して、地域の小規模事業者の事

業継続の強化に向けた支援の実施が可能となることを目的とする。 

 ①災害法制に関する知識 

 ②リスクマネジメントに関する知識 

 

２．出題範囲 

 災害法制に関する知識は、災害の発生時における行政機関相互の関係及び行政機関と民

間の関係に関する理解度を確認するため、災害対策基本法、災害救助法及びこれらの政省

令の知識を問うものとする。 

 リスクマネジメントに関する知識は、企業経営における事前対策の重要性とリスクマネ

ジメントに対する理解度を確認するため、災害リスクの特徴、ハザードマップの考え方、

保険・共済に関する知識を問うものとする。 

 

 

３．設問設計 

 設問比率は以下のとおりとし、多肢選択解答形式によって出題し、総設問１０問程度と

する。 

①災害法制に関する知識      ５問程度 

②リスクマネジメントに関する知識 ５問程度 

 

４．修了基準 

得点率１００％をもって知識を習熟したものと判断する習熟基準を満たすこと。  



様式第１（第６条関係） 

 

経営指導員要件を満たすことの申告書 

 

 

年  月  日 

氏     名 

 

 

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則（平成５年通商

産業省令第４４号」）第７条第１項第５号のいずれにも該当しないことを宣誓し、以下の

とおり申告します。 

 

 

１．施行規則第７条第１項第５号に該当しない宣誓 

①心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者 

②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱わ

れている者  

③拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

④法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から５年を経過しない者 

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者 

 

□ 私は、上記①から⑤のいずれにも該当しません。 

 

２．商工団体の役員又は職員要件 

 商工団体の役員又は職員要件を満たすことを、以下のいずれかで確認が可能です。 

  

□ 在職証明 

□ 契約書の添付による確認 

□ 委任状の添付による確認 

  



３．指定講習の受講要件 

講習種別 講習実施機関 受講年度 受講年度時点所属団

体 

備考 

基礎講習 中小企業庁 令和  年度 ●●商工会  

行政事務講習 中小企業庁 令和  年度 ●●商工会  

事業継続力講習 中小企業庁 令和  年度 ●●商工会  

 ※直近受講年度及び受講年度時点所属団体を記入すること。近日中の受講を予定している場
合はその旨を付記すること。 

 

４．実務経験 

実務経験を満たすことを、以下①から③のいずれかで確認が可能です。 

 ①組織における実務従事の経緯 

小規模事業者の経営指導等に係る業務に従事し、通算３年以上の経験がある。 

組織名 行政庁の 

認定等（注１） 

従事期間（注２） 従事月数 

（注３） 

  年  月  日～  年  月  日 月 

  年  月  日～  年  月  日 月 

  年  月  日～  年  月  日 月 

通算従事月数（注４） 月 

  ※各組織の実務従事期間を証明する書類が別途必要 

②法定事業計画の作成関与報告 

法定の事業者向け計画の作成支援をし、異なる３か年度において各１件以上ある。 

計画名称 根拠法 認定・承認 

年月日 

左記年月日

の 

属する年度 

事業者名 

  年  月  日    年度  

  年  月  日    年度  

  年  月  日    年度  

  ※各計画の作成支援を証明する書類が別途必要 

③中小企業診断士 

中小企業診断士の初回登録日から計画の事業開始初日まで、３年以上経過しているこ

とが、中小企業診断士登録証により確認が可能です。 

（１）認定を受けようとする計画の事業開始初日    年   月   日 

（２）中小企業診断士登録証の裏面に記載されている

初回登録日 

   年   月   日 

（３）（１）と（２）の差            年 

                   ※中小企業診断士登録証の両面の写しが別途必要 

 

以上 



様式第１（第６条関係）の注記説明 

 

注１ 

当該組織が、反復継続して小規模事業者の経営に係る指導又は助言に係る業務を行い得

る組織であることを確認するために記載するものであるため、作成日時点において、認定

等の効力を有しているか否かは問わない。 

 経済産業省において認定等の事実を確認できる以下の認定等については「 」内の語句

を記入する。 

 

 ・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく「経営発達支

援計画」「事業継続力強化支援計画」 

 ・中小企業支援法に基づく「指定法人」 

 ・中小企業等経営強化法に基づく「認定経営革新等支援機関」 

 

上記以外の認定等（商工会法、商工会議所法で認定された機関等）については、根拠法

令を記載するとともに、認定等の事実を証する書面等を添付すること。例えば、行政庁に

よる定款認可等を要する法人であって、定款において事業の定めがある場合は、当該定款

の写しが、認定等の事実を証する書面となる。 

 

注２ 

証明書等に記載された期間数と整合性をとること。証明書等に「日」の記載がある場合

は、日を記載すること。なお、「行政庁の認定等」に記載の期間が、実務従事期間を証明

する書類に記載の従事期間に包含されていれば、必ずしも一致しなくてもよい。 

 

注３ 

月数を整数で記載すること。証明書等に「日」の記載があり、従事期間の期初又は期末

月の日数が１５日以上であれば１月とし、１５日未満の場合は月数に算入しない。 

 

注４ 

通算従事月数が３６月以上となること。なお、３６月以上であることが確認できれば要

件を満たすため、すべての職歴を記載する必要はない。 

 

 



 

様式第２（第６条関係） 

 

広域経営指導員要件を満たすことの申告書 

 

 

年  月  日 

氏     名 

 

 

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則（平成５年通商

産業省令第４４号」）第７条第１項第５号のいずれにも該当しないことを宣誓し、以下の

とおり申告します。 

 

 

１．施行規則第７条第１項第５号に該当しない宣誓 

①心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者 

②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱わ

れている者  

③拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

④法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなった日から５年を経過しない者 

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者 

 

□ 私は、上記①から⑤のいずれにも該当しません。 

 

２．施行規則第２条第２項及び第７条第２項の確認 

  □ 二以上の商工会若しくは商工会議所が共同して実施する事業継続力強化支援事業

又は経営発達支援事業において情報の提供及び助言を行う場合 

  □ 複数の事業継続力強化支援事業又は経営発達支援事業において情報の提供及び助

言を行う場合 

 

    該当する商工会、商工会議所：                  

 

３．商工団体の役員又は職員要件 



 商工団体の役員又は職員要件を満たすことを、以下のいずれかで確認が可能です。 

 

□ 在職証明 

□ 契約書の添付による確認 

□ 委任状の添付による確認 

 

４．指定講習の受講要件 

講習種別 講習実施機関 受講年度 受講年度時点所

属団体 

備考 

基礎講習 中小企業庁 令和  年度 ●●商工会  

行政事務講習 中小企業庁 令和  年度 ●●商工会  

事業継続力講習 中小企業庁 令和  年度 ●●商工会  

 ※直近受講年度及び受講年度時点所属団体を記入すること。近日中の受講を予定している場
合はその旨を付記すること。 

 

５．実務経験 

実務経験を満たすことを、以下①から③のいずれかで確認が可能です。 

 ①組織における実務従事の経緯 

小規模事業者の経営指導等に係る業務に従事し、第６条第３項第１号イ（１）のときは

通算５年以上、同号ウ（１）又は（３）のときは二以上の商工会又は商工会議所の地区

において通算３年以上、同項第２号アのときは通算１０年以上の経験がある。 

   

※各組織の実務従事期間を証明する書類が別途必要 

 

②法定事業計画の作成関与報告 

法定の事業者向け計画の作成支援をし、第６条第３項第１号イ（２）のときは異なる

５か年度、同号ウ（２）のときは二以上の商工会又は商工会議所の地区において異なる

３か年度、同項第２号イのときは異なる１０か年度において各１件以上ある。 

組織名 行政庁の認定等 

（注１） 

従事期間 

（注２） 

従事月数 

（注３） 

  年  月  日～  年  月  日 月 

  年  月  日～  年  月  日 月 

  年  月  日～  年  月  日 月 

通算従事月数（注４） 月 

計画名称 根拠法 認定・承認 

年月日 

左記年月日の

属する年度 

事業者名 事業者の所在地 

  年  月  日    年度   



※各計画の作成支援を証明する書類が別途必要 

 

③中小企業診断士 

計画の事業開始初日において中小企業診断士であることを、中小企業診断士登録証に

より確認が可能です。 

また、中小企業診断士の初回登録日から計画の事業開始初日まで、同項第２号ウのと

きは１０年以上経過していることが、中小企業診断士登録証により確認が可能です。 

※中小企業診断士登録証の両面の写しが別途必要 

 

６．予定者が、施行規則第７条第２項第１号又は第２号に掲げる者と同等以上の能力及び

経験を有する者 

施行規則第７条第２項第１号又は第２号に掲げる者と同等以上の能力及び経験を有して

いることを、以下の内容により確認が可能です。（注５） 

（保有資格、従事した業務内容・従事期間、成果・実績などに関する説明） 

 

 

※上記内容を証明する書類（都道府県による確認を含む）が別途必要（注６） 

 

以上  

  年  月  日    年度   

  年  月  日    年度   

（１）認定を受けようとする計画の事業開始初日    年   月   日 

（２）中小企業診断士登録証の裏面に記載されている 

初回登録日 

   年   月   日 

（３）（１）と（２）の差            年 

（４）中小企業診断士登録証の裏面に記載されている 

有効期間 

   年   月   日 

～  年   月   日 



様式第２（第６条関係）の注記説明 

 

注１ 

当該組織が、反復継続して小規模事業者の経営に係る指導又は助言に係る業務を行い得

る組織であることを確認するために記載するものであるため、作成日時点において、認定

等の効力を有しているか否かは問わない。 

 経済産業省において認定等の事実を確認できる以下の認定等については「 」内の語句

を記入する。 

 

 ・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に基づく「経営発達支

援計画」「事業継続力強化支援計画」 

 ・中小企業支援法に基づく「指定法人」 

 ・中小企業等経営強化法に基づく「認定経営革新等支援機関」 

 

上記以外の認定等（商工会法、商工会議所法で認定された機関等）については、根拠法

令を記載するとともに、認定等の事実を証する書面等を添付すること。例えば、行政庁に

よる定款認可等を要する法人であって、定款において事業の定めがある場合は、当該定款

の写しが、認定等の事実を証する書面となる。 

 

注２ 

証明書等に記載された期間数と整合性をとること。証明書等に「日」の記載がある場合

は、日を記載すること。なお、「行政庁の認定等」に記載の期間が、実務従事期間を証明

する書類に記載の従事期間に包含されていれば、必ずしも一致しなくてもよい。 

 

注３ 

月数を整数で記載すること。証明書等に「日」の記載があり、従事期間の期初又は期末

月の日数が１５日以上であれば１月とし、１５日未満の場合は月数に算入しない。 

 

注４ 

通算従事月数が第６条第３項第１号イ（１）のときは「６０月以上」、同号ウ（１）又

は（３）のときは「３６月以上」、同行第２号アのときは「１２０月以上」となること。

なお、それぞれ必要な通算従事月数以上であることが確認できれば要件を満たすため、す

べての職歴を記載する必要はない。 

 

注５ 

 施行規則第７条第２項第１号又は第２号に掲げる者と同等以上の能力及び経験を有する

者とは、例えば、行政機関（国、地方公共団体、独立行政法人等）において中小企業施策

に従事した一定の経験を有する者、士業（弁護士、公認会計士、税理士等）として中小企



業の支援を行った一定の経験を有する者、特定の専門的かつ高度な知識（経営発達支援事

業：経営戦略・金融・ＩＴ等、事業継続力強化支援事業：金融・保険・防災等）を有し中

小企業の支援を行った一定の経験を有する者等が想定される。一定の経験は、同項第１号

又は第２号に規定する実務経験年数を参照しつつ、それと同等以上の実務経験年数とする

ことが想定される。 

 

注６ 

 法第７条第７項に基づく都道府県の意見聴取の際に、本項目についての確認も受けるこ

と。 

 

  



（各組織の実務従事期間を証明する書類の記載例） 

 

 

実務従事期間証明書 

 

 

（予定者氏名）は、当組織に所属していた（（年 月～ 年 月）等の期間を記載）の期

間において、職務として、経営の診断、経営診断に基づく事業計画の作成及び実行に関す

る助言業務に従事していたことを証明します。 

 

 年 月 日 

 

   住   所               

            組 織 名 称              

代表者氏名              

 

 

（各計画の作成支援を証明する書類の記載例） 

（実務従事期間の記載が困難な場合） 

 

 

支援従事証明書 

 

 

（法人名又は屋号）は、（予定者氏名）が（法定事業計画）の作成支援業務に従事してい

たことを証明します。 

 

 年 月 日 

 

   住所                  

               法人名又は屋号      

代表者氏名        

  



様式第３（第８条関係） 

 

番 号 

年月日 

 

経済産業大臣又は経済産業局長 

 

都道府県知事    

 

 

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則（平成５年通商

産業省令第４４号）第３条に基づき、下記の者の確認の結果を確認の経緯を含め照会しま

す。 

 

 

記 

 

１．確認を求める者の氏名 

 ※氏名を列挙又は「別表のとおり」として表を添付。 

 

 

 

 

 

以上 

  



様式第４（第８条関係） 

 

番 号 

年月日 

 

経営指導員要領第５条に規定する課室の長 

 

 

都道府県知事から事務の委任を受けた者の官職 

 

 

 

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則（平成５年通商

産業省令第４４号）第１０条第１項の規定に基づく経営指導員要領第８条第１項第１号に

基づき、下記の者の確認の結果を確認の経緯を含め照会します。 

 

 

記 

 

１．確認を求める者の氏名 

 ※氏名を列挙又は「別表のとおり」として表を添付。 

 

 

 

 

 

以上 

 



 

様式第５（第１２条関係） 

 

年月日 

 

中小企業庁経営支援部小規模企業振興課長 

 

   住所                  

               法人名又は屋号      

代表者氏名        

 

経営指導員に関する講習計画 

 

 下記のとおり講習を計画していますので、関係書類を添えて提出します。 

 また、５の確認のために、中小企業庁から関係都道府県に対して事実関係の照会が行わ

れることも了承いたします。 

 

記 

 

１．講習の種別 

 ※「基礎講習」「行政事務講習」「事業継続力講習」のうち該当する種別を記載 

 

２．講習のカリキュラム及び使用教材 

 添付のとおり。 

 

３．講習の実施期間、実施体制及び収支計画 

 添付のとおり。 

 

４．対象区域 

 ※５で関係性を記載する都道府県を記載すること。 

 

５．対象区域を管轄する都道府県との関係 

 ※記載例 

 １．当社（当団体）は、〇〇県と契約関係にあり、受講者の管理等についても契約に含ま

れています。 

 ２．当団体は、〇〇に基づき〇〇県の監督対象にあり、当団体が本講習を行うにあたって、

〇〇県から定款（事業計画）の認可を受けています。 

以上 


